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令和３年度 四国中央市 一般会計補正予算（第 13 号）の概要 

 

 

 

 

 

１  補 正 予 算 の 規 模 

13 億 8,500 万円   （補正後予算額 441 億 6,800 万円） 

【歳入】  国庫支出金 13 億 7,104 万円 、繰越金 1,396 万円 

【歳出】  住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 13 億 3,860 万円、 

保育士等処遇改善臨時特例事業 3,244 万円、予備費 1,396 万円 

 

 

 

 

２  補 正 予 算 の 内 容 

 

Ⅰ  住民税非課税世帯等臨時特別給付事業 

 

住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり１０万円の現金を給付します。 

・支給対象世帯(見込)    １３，２００世帯 （ ① ＋ ② ） 

① 住民税非課税世帯  １２，０００世帯 

② 家計急変世帯     １，２００世帯 

 

 

 

Ⅱ  保育士等処遇改善臨時特例事業 

 

令和４年２月から９月までの間、職員に対して３％程度（月額 9,000円）の賃金改善

を行う教育・保育施設等及び放課後児童クラブに対して、当該賃金改善を行うために必

要な経費を補助します。 



２． 事業目的

①の非課税世帯についてはプッシュ型
　※ただし、当該給付金の入金先の確認などのため、市から送付する確認書
　　の返送が必要

②の家計急変世帯については、申請による給付

７． 給付額 １世帯当たり10万円

８．

福祉部　生活福祉課

３． 事業費総額
　1３億３，８６０万円
(国庫補助事業：補助率10/10）

５．
事業内容
及び対象世帯

支給対象者（世帯主）
　① 基準日（令和３年12月10日）時点で世帯全員が令和３年度分の住民税
　　均等割が非課税である者又は、市の条例により住民税均等割が免除され
　　た者である世帯
　
　② ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）

※①②とも住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く

６． 対象世帯見込数

　13,200世帯　（ ① ＋ ② ）

（ ①非課税世帯　12,000世帯 、 ②家計急変世帯1,200世帯 ）

給付方法

４． 事業費内訳
給付金　 １３億２,０00万円（支給対象者 ＠１０万円×13,２00世帯）
事務費　　        1,860万円（システム改修委託料、振込手数料等）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、様々な困難に直面
した方々に対し、速やかに生活・暮らしを支援する観点から、住民税非課税
世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付する。

１． 担当課

住民税非課税世帯等臨時特別給付事業



　事業所へ必要額を補助金として支給し、基本給又は決まって毎月支払
われる手当により支給

７． 支給額
１人当たり平均9千円
（実際の引き上げにおいては、職員の配置状況や経験年数に応じた配分
など柔軟な運用を可能とする。）

８．

福祉部　こども課

３． 事業費総額 3,244万円（国庫補助事業：補助率10/10）

５． 事業内容

　令和４年２月から９月までの間、職員に対して３％程度（月額9,000
円）の賃金改善を行う教育・保育施設等及び放課後児童クラブに対し
て、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
　また、併せて、令和３年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容
が令和４年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公
定価格の減額分に対応するための費用を教育・保育施設等に対して補助
する。

６． 対象者数

　四国中央市内にある私立の保育園・認定こども園・小規模保育事業
所・事業所内保育事業所・放課後児童クラブに勤務する職員

上記の15事業所に勤務する職員およそ350名

支給方法

４． 事業費内訳
私立保育園等　　　　　3,200万円
私立放課後児童クラブ　　  44万円

　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最
前線において働く、保育士、幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処
遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とし
て、令和４年２月から収入を３％程度引き上げるための措置を実施する
ことを目的とする。

２． 事業目的

１． 担当課

保育士等処遇改善臨時特例事業
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